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損害担保はどのようなときに使うのですか。

　被管理農水産業協同組合においては、名寄せ（貯金者ごとの付保貯金額の
算定等）並びにこれらを前提とする払戻してよい貯金等と払戻しを停止する
必要のある貯金等を分別管理するための作業等を終え次第、基本的な業務と
して、名寄せ等が行われた貯金口座に関して、

　これらの業務がどのタイミングで実施されるか、あるいは、破綻前後で
継続されるかどうかは、付保貯金額を算定し、上記のとおり、払戻してよ
い貯金等と払戻しを停止する必要のある貯金等を分別管理するための作業、
その他の準備がいつ整えられるかによります。仮に、そのための準備に一
定期間が必要な場合には、その準備が整うまで、上記の業務を停止するこ
とがあります。


